
県内食品産業の加工技術高度化に関する研究
（県内食品業界の加工技術の高度化や新製品開発に対する技術支援）

１．緒言

　本県では、全国を上回るスピードで人口減少が進行
しており、主要な原因である若年層の人口流出を抑止
することが喫緊の課題となっている。県は、その対策
として雇用対策や県民所得向上に取り組んでいるとこ
ろである。工業技術センターでは、所得の向上及び雇
用改善には県内製造業のさらなる振興が重要と考え、
高い付加価値と競争力を有する製品開発を促進するた
めに、研究開発・技術支援を実施している。平成 23
年度からは、ものづくり試作加工支援設備を整備し、
技術支援をさらに充実・強化している。本県の食品製
造業は、県内の全製造業に対して事業所数の 34.4％、
従業者数の 27.2％ を占めている［1］。しかしながら、小
規模事業所の割合が高く、製品の付加価値をより高め
ることが課題と考えられている。そこで、県は食品開
発に関する総合的な支援施設として工業技術センター
に食品開発支援センターを設置し、令和3年度に開所
した。本研究では、食品開発支援センターに新しく導
入する設備を活用し、加工技術の高度化を目指した技
術開発を通して、県内食品製造業の新製品開発と高付
加価値化を支援する。今回は、（１）導入機器の活用条
件の検討、（２）機器の標準手順書の作成、（３）ニー
ズ調査及び活用事例の紹介を行ったので報告する。

２．方法

２．１　導入機器の活用条件の検討

　令和2年度に食品開発支援センターに導入した食品
加工機器 64 機種の活用条件を検討した。各種の食品
や農産物を対象として最適な加工条件を検討した。ま

た、令和元年度に導入した 11 種の分析装置について
も解析評価手順を検討した。

表１　食品開発支援センターに導入した主な加工機器

２．２　機器の標準手順書の作成

　食品加工機器について、利用者が開放機器として正
確かつ容易に使用できることを目的とし、写真付きの
標準手順書を作成した。

２．３　ニーズ調査及び活用事例の紹介

　企業ニーズの調査ならびに食品開発支援センターの
紹介を行うことを目的として、県内食品関連企業の訪
問を行った。

３．結果

３．１　導入機器の活用条件の検討

　導入した加工及び分析機器に関して、様々な食品試
料に対応した加工・分析条件を検討した。主な事例を
表２、表３に示す。

表２　加工条件を検討した主な事例

表３　分析条件を検討した主な事例

　本検討により、トマト、柑橘などの各種農産物を対
象とした搾汁、ペースト化、乾燥、レトルト殺菌など
の加工条件を明らかにすることが出来た。また、真空

フライヤーを用いた野菜チップス製造、加工食品の急
速冷凍、漬物製品のボイル殺菌などを検討し、詳細な
調理条件を確立した。これら検討した条件はセンター
を利用する事業者への技術指導などに有効に利用する
予定である。さらに、食品の品質成分であるアミノ酸、
有機酸、機能性成分であるγ- アミノ酪酸、ポリフェ
ノールといった成分の分析条件を決定し、精度よく分
析することができた。他にも、食品の保存性の指標と
なる水分や水分活性、食感を判断する破断強度などを
正確に測定することが可能となった。令和3年度の分
析・加工条件検討数は計 123 件であり、年間目標 （76
件） を達成した。

３．２　機器の標準手順書の作成

　令和2年度に導入した加工機器について、利用者が
開放機器として正確かつ容易に使用できることを目的
とし、写真付きの手順書を作成した。その一例として、
減圧乾燥機装置の手順書を図１、図２、図３に示す。
令和３年度の作業手順書の作成数は計 32 件であり、
年間目標（32 件）に到達した。本作業手順書は、県
内企業をはじめとする利用者の希望に応じて配布する
予定である。

図１　標準手順書（減圧乾燥機１/3）

図２　標準手順書（減圧乾燥機2/3）

図３　標準手順書（減圧乾燥機3/3）

３．３　ニーズ調査及び食品開発支援センターの紹介

　食品開発支援センターの紹介並びに企業のニーズ調
査を行うために、昨年度に引き続き企業訪問と現地技
術支援を行った。今年度の実施件数は企業訪問が 17
件、現地技術支援が 42 件である。年間目標として両
者の合計を設定しており、今年度の実績は 59 件とな
ることから目標（40 件）を達成した。訪問の際にニ
ーズ調査を行った結果、県産農産物を用いたレトルト
品の開発、賞味期限の延長を目的とした殺菌条件の検
討、果物などの急速冷凍品の開発、ドライフルーツの
開発、農産物を用いた菓子の開発、野菜を練りこんだ
麺の開発などに関する相談が寄せられた。これら相談
に関しては、試作工程、使用する設備などの打ち合わ
せを行った後に、試作を企業と進めている。また今年
度も技術セミナーを開催し、センターの概要紹介、食
品の表示や衛生管理、商品開発についての３件を実施
した。
　さらに共同技術開発と試作件数を目標に設定するこ
とにより、食品事業者によるセンターの利用促進を試
みた。共同技術開発はセンターが県内企業や生産者と
行う簡易的な共同研究であり、今年度は県内の食品事
業者と 15 件（目標；８件）を実施した。試作につい
ては、事業者などがセンターの設備を利用した件数は
130 件であり、目標の 38 件を大きくクリアし、セン
ターの設備利用促進を達成することが出来た。

４．結言

　県は工業技術センターに食品開発支援センターの設
置を決定し、令和３年度に開所した。
　本研究では、センターに新しく導入した設備を用い
て加工技術の高度化を実施することにより、県内食品
製造業による新製品開発の促進と製品の高付加価値化
を試みた。
　令和３年度も導入機器の活用条件の検討、機器の標
準手順書の作成、ニーズ調査及び食品開発支援センタ
ーの紹介を行った。
　その結果、機器活用条件の検討（123 件 ; 目標数値
76 件）、機器の標準手順書の作成（32 件 ; 目標数値 32 
件）、ニーズ調査及び食品開発支援センターの紹介 （59
件 ; 目標数値 40 件）、共同技術開発件数（15 件 ; 目標
数値８件）、試作件数（130 件 ; 目標数値 38 件）とい
ずれの項目においても数値目標を達成した。
　令和４年度も、先に導入した食品加工機器について
活用条件を検討し、次いで標準手順書を作成する。

　さらに、活用条件や手順書などを用いて県内食品企
業へのセンター紹介を行うことにより導入設備の利用
を促進し、県内企業の高付加価値かつ競争力を有する
製品開発を支援する。
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凍結乾燥機
熱風乾燥機
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検討内容 使用機器

農産物（トマトなど）
の果汁、ペースト製造

発酵食品（味噌など）
の乾燥

農水産物を対象とした
レトルト食品製造

急速冷凍の加工食品
（畜肉加工品など）に
及ぼす影響

柑橘類の乾燥スライス
化

漬物製品の殺菌条件の
検討

真空フライヤーによる
農産物（バレイショな
ど）のチップス製造

搾汁機、加圧・減圧攪
拌機など

熱風乾燥機、減圧乾燥
機など

レトルト殺菌機、真空
包装機など

ブラストチラー＆ショ
ックフリーザー、ブラ
イン冷凍機など

熱風乾燥機、凍結乾燥
機、減圧乾燥機など

充填機、ボイル槽、温
度ロガーなど

真空フライヤー、油切
り機など

検討内容 使用機器

発酵食品の品質評価
（遊離アミノ酸、有機
酸など）

調味料の品質評価（遊
離アミノ酸、旨味など）

大豆加工品に含まれる
機能性成分（γ- アミ
ノ酪酸、ポリフェノー
ル）の測定

菓子製品の食感と保存
性の検討

アミノ酸・有機酸分析
システムなど

アミノ酸・有機酸分析
システム、味認識装置
など

ビタミン分析システム
など

クリープメーター、水
分活性測定装置など
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発に関する総合的な支援施設として工業技術センター
に食品開発支援センターを設置し、令和3年度に開所
した。本研究では、食品開発支援センターに新しく導
入する設備を活用し、加工技術の高度化を目指した技
術開発を通して、県内食品製造業の新製品開発と高付
加価値化を支援する。今回は、（１）導入機器の活用条
件の検討、（２）機器の標準手順書の作成、（３）ニー
ズ調査及び活用事例の紹介を行ったので報告する。

２．方法

２．１　導入機器の活用条件の検討

　令和2年度に食品開発支援センターに導入した食品
加工機器 64 機種の活用条件を検討した。各種の食品
や農産物を対象として最適な加工条件を検討した。ま

た、令和元年度に導入した 11 種の分析装置について
も解析評価手順を検討した。

表１　食品開発支援センターに導入した主な加工機器

２．２　機器の標準手順書の作成

　食品加工機器について、利用者が開放機器として正
確かつ容易に使用できることを目的とし、写真付きの
標準手順書を作成した。

２．３　ニーズ調査及び活用事例の紹介

　企業ニーズの調査ならびに食品開発支援センターの
紹介を行うことを目的として、県内食品関連企業の訪
問を行った。

３．結果

３．１　導入機器の活用条件の検討

　導入した加工及び分析機器に関して、様々な食品試
料に対応した加工・分析条件を検討した。主な事例を
表２、表３に示す。

表２　加工条件を検討した主な事例

表３　分析条件を検討した主な事例

　本検討により、トマト、柑橘などの各種農産物を対
象とした搾汁、ペースト化、乾燥、レトルト殺菌など
の加工条件を明らかにすることが出来た。また、真空

フライヤーを用いた野菜チップス製造、加工食品の急
速冷凍、漬物製品のボイル殺菌などを検討し、詳細な
調理条件を確立した。これら検討した条件はセンター
を利用する事業者への技術指導などに有効に利用する
予定である。さらに、食品の品質成分であるアミノ酸、
有機酸、機能性成分であるγ- アミノ酪酸、ポリフェ
ノールといった成分の分析条件を決定し、精度よく分
析することができた。他にも、食品の保存性の指標と
なる水分や水分活性、食感を判断する破断強度などを
正確に測定することが可能となった。令和3年度の分
析・加工条件検討数は計 123 件であり、年間目標 （76
件） を達成した。

３．２　機器の標準手順書の作成

　令和2年度に導入した加工機器について、利用者が
開放機器として正確かつ容易に使用できることを目的
とし、写真付きの手順書を作成した。その一例として、
減圧乾燥機装置の手順書を図１、図２、図３に示す。
令和３年度の作業手順書の作成数は計 32 件であり、
年間目標（32 件）に到達した。本作業手順書は、県
内企業をはじめとする利用者の希望に応じて配布する
予定である。

図１　標準手順書（減圧乾燥機１/3）

図２　標準手順書（減圧乾燥機2/3）

図３　標準手順書（減圧乾燥機3/3）

３．３　ニーズ調査及び食品開発支援センターの紹介

　食品開発支援センターの紹介並びに企業のニーズ調
査を行うために、昨年度に引き続き企業訪問と現地技
術支援を行った。今年度の実施件数は企業訪問が 17
件、現地技術支援が 42 件である。年間目標として両
者の合計を設定しており、今年度の実績は 59 件とな
ることから目標（40 件）を達成した。訪問の際にニ
ーズ調査を行った結果、県産農産物を用いたレトルト
品の開発、賞味期限の延長を目的とした殺菌条件の検
討、果物などの急速冷凍品の開発、ドライフルーツの
開発、農産物を用いた菓子の開発、野菜を練りこんだ
麺の開発などに関する相談が寄せられた。これら相談
に関しては、試作工程、使用する設備などの打ち合わ
せを行った後に、試作を企業と進めている。また今年
度も技術セミナーを開催し、センターの概要紹介、食
品の表示や衛生管理、商品開発についての３件を実施
した。
　さらに共同技術開発と試作件数を目標に設定するこ
とにより、食品事業者によるセンターの利用促進を試
みた。共同技術開発はセンターが県内企業や生産者と
行う簡易的な共同研究であり、今年度は県内の食品事
業者と 15 件（目標；８件）を実施した。試作につい
ては、事業者などがセンターの設備を利用した件数は
130 件であり、目標の 38 件を大きくクリアし、セン
ターの設備利用促進を達成することが出来た。

４．結言

　県は工業技術センターに食品開発支援センターの設
置を決定し、令和３年度に開所した。
　本研究では、センターに新しく導入した設備を用い
て加工技術の高度化を実施することにより、県内食品
製造業による新製品開発の促進と製品の高付加価値化
を試みた。
　令和３年度も導入機器の活用条件の検討、機器の標
準手順書の作成、ニーズ調査及び食品開発支援センタ
ーの紹介を行った。
　その結果、機器活用条件の検討（123 件 ; 目標数値
76 件）、機器の標準手順書の作成（32 件 ; 目標数値 32 
件）、ニーズ調査及び食品開発支援センターの紹介 （59
件 ; 目標数値 40 件）、共同技術開発件数（15 件 ; 目標
数値８件）、試作件数（130 件 ; 目標数値 38 件）とい
ずれの項目においても数値目標を達成した。
　令和４年度も、先に導入した食品加工機器について
活用条件を検討し、次いで標準手順書を作成する。

　さらに、活用条件や手順書などを用いて県内食品企
業へのセンター紹介を行うことにより導入設備の利用
を促進し、県内企業の高付加価値かつ競争力を有する
製品開発を支援する。
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術開発を通して、県内食品製造業の新製品開発と高付
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や農産物を対象として最適な加工条件を検討した。ま
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料に対応した加工・分析条件を検討した。主な事例を
表２、表３に示す。
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表３　分析条件を検討した主な事例

　本検討により、トマト、柑橘などの各種農産物を対
象とした搾汁、ペースト化、乾燥、レトルト殺菌など
の加工条件を明らかにすることが出来た。また、真空

フライヤーを用いた野菜チップス製造、加工食品の急
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調理条件を確立した。これら検討した条件はセンター
を利用する事業者への技術指導などに有効に利用する
予定である。さらに、食品の品質成分であるアミノ酸、
有機酸、機能性成分であるγ- アミノ酪酸、ポリフェ
ノールといった成分の分析条件を決定し、精度よく分
析することができた。他にも、食品の保存性の指標と
なる水分や水分活性、食感を判断する破断強度などを
正確に測定することが可能となった。令和3年度の分
析・加工条件検討数は計 123 件であり、年間目標 （76
件） を達成した。

３．２　機器の標準手順書の作成

　令和2年度に導入した加工機器について、利用者が
開放機器として正確かつ容易に使用できることを目的
とし、写真付きの手順書を作成した。その一例として、
減圧乾燥機装置の手順書を図１、図２、図３に示す。
令和３年度の作業手順書の作成数は計 32 件であり、
年間目標（32 件）に到達した。本作業手順書は、県
内企業をはじめとする利用者の希望に応じて配布する
予定である。
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討、果物などの急速冷凍品の開発、ドライフルーツの
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せを行った後に、試作を企業と進めている。また今年
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て加工技術の高度化を実施することにより、県内食品
製造業による新製品開発の促進と製品の高付加価値化
を試みた。
　令和３年度も導入機器の活用条件の検討、機器の標
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ーの紹介を行った。
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ずれの項目においても数値目標を達成した。
　令和４年度も、先に導入した食品加工機器について
活用条件を検討し、次いで標準手順書を作成する。

　さらに、活用条件や手順書などを用いて県内食品企
業へのセンター紹介を行うことにより導入設備の利用
を促進し、県内企業の高付加価値かつ競争力を有する
製品開発を支援する。
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